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キプロスのシップリサイクル条約批准に関する対応について 

 

各位 

 

今般、キプロス主管庁より、同国におけるシップリサイクル条約（香港条約）の批准と 2026 年 2 月 26 日付発

効に際して、キプロス籍船への対応について、Circular No. 4/2026 にて通知がありました。 

キプロス籍船を運航されている船主/船舶管理会社向けの情報提供として、条約適合への対応が必要な事項を

お知らせいたします。 

 

1. IHM 証書の所持期限について 

全てのキプロス籍船は下記の(1)から(3)のうち、最も早い時期までに IHM 証書を所持しなければなりません。 

(1) 2026 年 2 月 26 日以降最初の更新検査時 

(2) 2030 年 6 月 26 日を超えない日まで 

(3) 船舶をリサイクルする日まで 

 

2. 事務的手続きによる IHM 証書の発行について 

(1) 弊会は下記(i)及び(ii)の条件を全て満たしている場合、事務的な手続きにより、IHM 証書を発行するこ

とができます。発行する IHM 証書の有効期限は EU-SRR にて所持が要求されている Inventory 

Certificate と同一となります。 

(i) 弊会が Inventory Certificate を発行していること。 

(ii) 船主から弊会に対して、下記の事項を確認することができる宣言書を提出すること。この宣言書に

は船主又は代理人が署名すること。 

 

"There has been no change affecting the validity of the EU Certificate, as defined in 

Article 10(2)(a) of Regulation (EU) No. 1257/2013." 

 

(2) 弊会では下記書類を最寄りの検査支部に提出いただくことにより、IHM 証書を発行いたします。 

(i) 弊会が発行した有効な Inventory Certificate の写し 

(ii) 上記 2.(1)(ii)の要件を満たす宣言書 

 

3. 発行する IHM 証書の書式について 

主管庁の指示により、IHM 証書に EU-SRR の適合を証する記載を加えた単一の証書を発行いたします。 

 

4. その他 

主管庁が発行した Circular No. 4/2026 を本船に備え置くことが要求されています。 

（次頁に続く） 

 

  

https://www.classnk.or.jp/hp/ja/tech_info/tech_sear.aspx


 

  

 

 

弊会公式 LinkedIn ページでは、IMO･IACS･EU の規制、PSC 動向など、

海事分野における最新情報や弊会の各種活動を発信しています。 

右のバナーより是非フォローをお願いいたします。  
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シップリサイクルに関する各種情報や、各国からの代行権限付与状況及び指示文書等の最新情報を弊会ウェブ

サイトに掲載しています。 

ホーム > 業務サービス > 条約関連 > シップリサイクル条約 

URL: https://www.classnk.or.jp/hp/ja/activities/statutory/shiprecycle/index.html 

 

 

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 

 

一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 

本部 管理センター 環境部 

住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 

Tel.: 03-5226-2076 

Fax: 03-5226- 3026 

E-mail: ihm@classnk.or.jp（インベントリ関連） 

E-mail: recycling@classnk.or.jp（船舶リサイクル施設関連） 

添付: 

1. キプロス主管庁指示文書(Circular No. 4/2026) 

2. Sample of the Declaration letter 

 

 

https://www.linkedin.com/company/classnk/
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/activities/statutory/shiprecycle/index.html
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添付 1. 





Declaration letter to ClassNK 
 

Ship name :  

IMO number :  

Class No :  

Flag : Cyprus 

Shipowner :  

IMO registered owner 
identification number :  

 

Declaration: 

 
There has been no change affecting the validity of the EU Certificate, as 
defined in Article 10(2)(a) of Regulation (EU) No. 1257/2013. 

 

Part I of the inventory of hazardous 
materials (IHM Part I) identification number :  

Declaration Date :  

 

Signature of shipowner or  
authorized representative: 

Name:  

 

 

Signature : __________________________________ 
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添付 2. 
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